
経営安定借換資金（新型コロナ支援枠） （令和５年４月１日現在） 

１．目 的 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者の資金繰りの改善を

図るため、借換資金の融資を行うことにより、長期的な経営の安定と経営改善の

推進に寄与することを目的とする。 

２．融資対象者 

（右のすべての条件を満た

す必要があります。） 

(1) 中小企業者の方 

(2) 市内に１年以上住所及び事業所のある個人の方、又は市内に１年以上事業所

がある法人の方 

(3) 令和３年３月３１日までに、新型コロナウイルス感染症を事由とする中小企

業信用保険法第２条第５項第４号又は同条第６項に該当する事業者として市

町村長の認定を受けたうえで、保証協会の保証付き融資を受けている方 

(4) 借換えの際に、新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、中小企業信

用保険法第２条第５項第４号に該当する事業者として市町村長の認定を受け

た市内中小企業者であること。 

(5) 借換えの際に、福井市融資制度の借入れがあり、現に返済を行っていること。 

(6) 令和６年３月３１日までに融資実行した方 

(7) p14 の「１.融資対象者要件」をすべて満たす方 

３．融資限度額 ４,０００万円以内 

４．使 途 及 び  

融 資 期 間 

借換資金 １０年以内（据置２年以内を含む。） 

【借換】既存融資が①、②両方の場合を対象とする。なお、既存融資が①、②

どちらか一方のみの場合は対象とならない。 

 ① 令和３年３月３１日までに融資を実行した以下の保証協会の保証付借入金 

・新型コロナウイルス感染症を事由とする中小企業信用保険法第２条第５

項第４号 

・同条第６項 

 ② 市制度融資（責任共有対象外の保証付借入金に限る。） 

 

【新たな事業資金】③を対象とする。 

 ③ ①及び②の借換えに伴い必要となる新たな事業資金（※1・※2 参照） 

  ※１ 月返済額が減少する場合に限る。 

  ※２ ①～③の合計額が融資限度額（４，０００万円）の範囲内であるこ

と。 

５．信 用 保 証 
原則として保証協会の保証を付する。 

保証制度名：福井市経営安定借換資金（新型コロナ支援枠）保証制度 

６．補 助 制 度 
保証料補給   全額 

※令和６年３月３１日までに融資実行したものに限る。 



７．経営アドバイス 必須（融資実行約３ヵ月後、２回目以降は状況に応じて実施） 

８．必 要 書 類 

(1) 福井市中小企業者等融資申請書(様式第１号)(p40)【原本２部 写し１部】 

(2) 直近の市税納税証明書（全税目）(p4 参照)【原本１部 写し２部】 

(3) 法人の場合は法人の登記事項証明書(p4 参照)、個人の場合は住民票抄本【原

本１部 写し２部】 

(4) 許認可証の写し（許認可を要する業種の場合のみ）（p8 参照）【２部】 

(5) 前２期分の決算書の写し 【２部】 

（決算時から半年以上経過している場合は、直近の試算表を添付） 

(6) 経営改善計画書(様式第２号)(p43) 【原本２部】 

(7) 借入金内訳表（新型コロナ支援枠用）(p48) 【原本２部】 

(8) この融資申請時に取得した、新型コロナウイルス感染症を事由とする中小企

業信用保険法第２条第５項第４号の認定書類の写し 【２部】 

(9) 経営アドバイス申込書（様式第１４号）(p68) 【原本２部】 

(10) 福井市中小企業者等融資制度利用者へのアンケート(p69)【原本１部】 

(11) その他、市が必要と認めるもの 

《注意事項》 

・市税納税証明書と法人の登記事項証明書、住民票等は必ず原本をお持ちください（その場で確認し

て返却いたします）。また、発行から３ヶ月以内のものを提出してください。 

・決算書は直近の２期分の決算書を提出してください。また、決算時から融資の申請が半年以上経過

している場合は、直近の試算表を添付してください。 

 

９．取扱注意事項 

(1) 借換えについて、融資申請の前に保証協会と十分協議をしてください。 

(2) ４．③の新たな事業資金の要件判断は、保証申込み時点で行ってください。 

(3) ４．①及び②のみを対象とした借換え（４．③を含まない融資）の場合、以

下の計算により、既存融資額を超えて借換融資額を設定することができます。

なお、当該計算は、保証申込み時点で行ってください。 

 ・ 既存融資額が１，０００万円未満のときは、５０万円単位で借換融資額を

設定することができ、既存融資額の端数が５０万円に満たない部分は、当該

端数を５０万円単位に繰り上げた額を借換融資額とすることができる。 

 ・ 既存融資額が１，０００万円以上のときは、１００万円単位で借換融資額

を設定することができ、既存融資額の端数が１００万円に満たない部分は、

当該端数を１００万円単位に繰り上げた額を借換融資額とすることができ

る。 



１０.期中管理 

(1) 申請者が中小企業信用保険法第２条第５項第４号（新型コロナウイルス感染

症に係るものに限る。）の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証

承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から５年にわたり、

モニタリングを行ってください。 

(2) 取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電

子媒体で報告してください。 

(3) 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常

利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告の内容の記載

を省略することができます。 

(4) 取扱金融機関が（2)の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済

請求を行うときにその理由を記載した書面を提出してください。 

※上記の取扱いは令和４年１０月１日以降の保証申込受付分から適用されます。 

  



 

図１ 経営安定借換資金（新型コロナ支援枠）のパターン 

 

 

既存融資 A、Bいずれか 

既存融資 A 

保証協会の保証付融資 

（コロナ関連セーフティネット保証（４号）） 

責任共有制度 対象外（１０割保証） 

 

既存融資 B 

保証協会の保証付融資 

（危機関連保証） 

責任共有制度 対象外（１０割保証） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 上記パターン以外の借換えはできません。 

※２ 自行分、他行分ともに借換えできます。 

※３ 市制度融資であっても、責任共有制度対象の保証付融資（８割保証）を借換えすること

はできません。 

  

既存融資 C 

市制度融資 

（責任共有制度対象外の保証分） 

責任共有制度 対象外（１０割保証） 

借換融資 

経営安定借換資金（新型コロナ支援枠） 

責任共有制度 対象外（１０割保証） 



図２ ４．①及び②のみを対象とした借換え（４．③を含まない融資）時における

借換融資額計算イメージ 

 

 【既存融資額１，０００万円未満の場合】 

（例１）                 （例２） 

 

 

 

 

 

 

 

借換前借入額    融資上限額      借換前借入額    融資上限額 

３３２万円     ３５０万円      ９６７万円     １，０００万円 

 

 

 

 【既存融資額１，０００万円以上の場合】 

（例３）                 （例４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借換前借入額    融資上限額      借換前借入額    融資上限額 

１,２５５万円    １,３００万円    ２,８０２万円    ２,９００万円 

 

 

 

950万円 

 

950万円 

17万円(端数) 

50万円 

※切上げ 

300万円 

32万円(端数) 

300万円 

50万円 

※切上げ 

 

1,200万円 

 

1,200万円 

55万円(端数) 

100万円 

※切上げ 
 

 

2,800万円 

2 万円(端数) 

100万円 

※切上げ 

 

 

2,800万円 


